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令和3年5月25日、令和2年度 食料・農業・農村白書が閣議決定されました。今回の白
書では、世界の経済・社会に大きな影響を及ぼしている「新型コロナウイルス感染症によ
る影響と対応」を特集のテーマとして食料消費面や農業生産・販売面での影響と新たな動
き、地方への関心や働き方、交流に関する新たな動き等について記述しています。

応募期間：2021年6月16日(水) ～ 8月31日(火)

優良事例に選定されると、選定証の授与を行い、農林水産省ホーム
ページ等で活動を紹介するほか、様々なイベントへの出展支援を通じて、
全国的な情報発信を行います。

農林水産省では「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」
の実現のため「ディスカバー農山漁村(むら)の宝アワード」(第8回選
定)と称して、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる全国の優良事
例を募集します。

◇募集する取組◇

・美しく伝統ある農山漁村を次世代への継承

・幅広い分野・地域との連携により農林水産業・農山漁村を再生

・国内外の新たな需要に即した農林水産業の実現

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝アワード」（第8回選定）
エントリー募集します！

また、冒頭のトピックでは7つのテーマを取り上げ、食料、農業及び農村の動向に関して
4つの章で記述しています。

「令和2年度 食料・農業・農村白書」は、以下のURLで御覧になれます。
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r2/index.html



－どのような生産活動をされていますか？－

高校卒業後はプロサッカー選手を目指して２年間のイギ
リス留学を経験しました。帰国後に就職した地元企業が農
業に参入したことで、そこでたまねぎ作りなど生産、流通
の面から多くの農業関係者の方々にお世話になり、約１年
前にご縁もあって今の会社に就職しました。

〈株式会社パソナ農援隊淡路事業部
生産チーム農場長 村田善紀さん〉

－農業を始めたきっかけは？－

株式会社パソナ農援隊淡路事業部において生産チーム農場
長を務めておられる村田善紀さんにお話しを伺いました。

－今後の目標や挑戦したいことは？－

農援隊の生産チームは兼務の社員を含めて８名体制で、たま
ねぎ、ほうれん草、レタス、ネギ、ハーブ（香草）など、自社
レストランへ新鮮な野菜を供給するため少量多品目を生産して
います。その需要に応えることが当面の目標ですが、社員には、
失敗を恐れずやりたい品目にトライし、こだわりを持った野菜
づくりを目指して欲しいと伝えています。

パソナハートフル所属の障がい者の方々に農作業を体験
してもらっています。メンバーには畑の作業を覚えてもら
い、障がいがあっても思い切って仕事が出来るような環境
作りを行うことで、近隣の施設の方々も一緒に仕事がした
い！と思われるような職場にすることが目標です。
また、グループが目指す「食と健康に繋がる畑づくり」

を実現するための取組を軌道に乗せ、自社での食料自給率
100％を目指しながら、レストランのシェフが、直接、仕
入れたい野菜を畑に来て選んでもらえるような畑づくりを
目指していきたいです。

軽トラ市で玉ねぎと人参ジュースを販売
（淡路市岩屋シェフガーデンのマルシェにて）

「食と健康に繋がる畑づくりを目指します！」

－特徴的な取組はされていますか？－

私自身は、有機農法での栽培や土づくりの研究を行い、微生物の力を借りて分解させた
オリジナル堆肥の活用に向けた実証を行っています。将来的には自社のレストラン部門や
加工部門から出る残渣の全量を堆肥化し、自社内での資源循環型農業を目指すとともに、
その取組が淡路島全体の農業に貢献できるよう繋げていきたいです。

飼料用米 多収日本一コンテストを開催！
飼料用米生産農家の生産技術の向上を目指し、多収を実現し
ている先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を
広く紹介する「飼料用米多収日本一」を開催します。

・募集期間：令和３年6月7日（月）から同年7月30日（金）まで
・応募先及びお問い合わせ（近畿ブロック事務局)：

近畿農政局生産部生産振興課 電話 075-414-9020

https://www.maff.go.jp/kinki/press/sinko/210610.html詳しくは



－食育の推進体制－

第4次食育推進計画では、行政、教育関係者、食品関連事業者、
ボランティア等関係する団体が相互の理解を深め、連携・協働
し、国民運動として食育を推進していきます

第4次食育推進基本計画では、3つの重点事項を柱に、SDGsの
考え方を踏まえ、食育を総合的かつ計画的に推進していきます

食育月間では、国、地方公共団体、関係団体などが協力して、食育推進運動を重点的かつ
効果的に実施し、食育の一層の浸透を図ることとしています。

期間中は、全国規模の中核的な行事として食育推進全国大会が開催されるほか、全国各地
で食育をテーマとした多くの取組やイベントが実施されます。
食育月間イベントに参加したり、食育の取組を実践してみてはいかがでしょうか。

毎年6月は「食育月間」です

令和3年3月に「第4次食育推進
基本計画」が決定されました。

◇第4次食育推進基本計画の基本的な方針◇

３つの重点事項

・応募締切
令和3年9月10日（金）必着

「第6回食育活動表彰」
を募集しています

https://www.maff.go.jp/j/pre
ss/syouan/hyoji/210601.html

詳しくは

ボランティア活動、教育活動又は
農林漁業、食品製造・販売等その
他の事業活動を通じて食育を推進
する優れた取組を表彰し、さらに
食育を広げていきます。

－毎月19日は「食育の日」です－

令和3年2月1日現在の集落営農数は、全国で１万4,490（前年比97.7％）、
近畿は1,994（前年比97.2％）、兵庫県では895（前年比98.7％）となっています。
このうち、法人の集落営農数は全国で5,564、近畿は619、兵庫県では154となり、集落営農に

占める法人の割合は全国で38.4％、近畿は31.0％、兵庫県では17.2％となっています。
集落営農に占める法人の割合をグラフでみると、兵庫県の場合は、全国や近畿の平均に比べ低い

傾向にあります。

令和3年集落営農実態調査結果について
令和３年５月28日公表～ 集落営農数は、兵庫が全国第1位 ～
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農政に関するご相談､事業や制度へのご意見･ご質問などがございましたら､お気軽に地方参事官
ホットラインまでお問い合わせ下さい｡また、広報誌に対するご意見等もお待ちしています。

TEL：078-331-5924 FAX：078-331-5177
2021.06

地 方 参 事 官 ホ ッ ト ラ イ ン

編集後記

詳しくは

農林水産省は、食品ロス削減に向け、
一般社団法人日本フランチャイズ
チェーン協会、消費者庁、環境省と
連携して、小売店舗が消費者に対し
商品棚の手前にある商品を選ぶ
”てまえどり”を呼びかける取組を行
ないます

スマートアグリで関西を元気に！
～スマート農業応援！セミナーを開催～

・開催日時、方式等
令和3年7月13日（火）

13時30分～16時30分

オンライン開催
（参加費無料、Cisco Webex（定員100名）、

YouTube（ライブ配信、期間限定公開））

https://www.maff.go.jp/kinki/press/kankyo/
attach/pdf/210608_20-1.pdf

「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP（事業継続計画書）」
を策定しました。

近年、自然災害（台風・大雪）等が多発しており、農林水産関係の被害額も増加傾向にあります。
こうした中、農業者の皆様が自然災害等への備えに取り組みやすいものとなるよう「自然災害等のリス
クに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP(事業継続計画書)」フォーマットを作成しました。
このチェックリストと農業版BCPは、
・自然災害等のリスクに対する備えの意識やMAFFアプリなど自然災害等に係る注意喚起システムへの
関心を高めて頂くとともに、
・台風被害等の軽減のための取組事例等（災害の教訓）の提供や
・農業保険などセーフティネットへの加入の契機となること
を目的に作成しています。
是非、積極的にご活用頂き、今後の自然災害等への備えに活かしていただくことを期待しています。

災害の発生しやすい季節です ～自然災害・病害虫・コロナ・・・～

「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版BCP（事業継続計画書）」は、農林水産省
ホームページからダウンロードできます。 URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei/maff_bcp.html

活用例

今年４月25日に三度目の緊急事態宣言が発出されて、２ヶ月近くになりました。
ようやくその勢いにも陰りが現れ、今般、宣言が解除されることになりましたが、
後は終息を願うばかりです。
６月になり、スーパーや八百屋に新鮮な夏野菜がお目見えしています。ポリフェノールたっ
ぷりの夏野菜を美味しくいただき、免疫力を高めて新型コロナウィルス、夏の暑さに負けな
いよう頑張りたいものです。（H.K）


